
No.3
■調査の概要
　★調査対象……市内在住の20代から60代の市民380人　　★調査時期……平成17年9月

　★回収結果……回収数208件　回収率54.7％

　仕事と家庭の両立支援の体制の整備や、社会通念、慣習、しきたりを改めたり、仕事中心という社会全体の仕組みを改めること
を必要と考える人が多く、今後も引き続き男女があらゆる場において性別役割分担意識の解消に向けとりくんでいくことが必要で
す。

　女性自身が責任のある地位につきたがらないと考える人が多く女性の意識改革が必要であるとともに、社会習慣や性別役割分
担意識の解消にむけて、環境整備や人材育成など、より一層の取り組みを進めていくことが必要です。

PTAや集落など地域団体では、一般的に活動の主体が女性となっていても、集落役員やPTA会
長、副会長などの役員の長には女性が少ないようです。その主な原因は何だと思いますか。

今後、男女がともに家事、子育てや教育、地域活動に積極的に参画していくためには、どのよう
なことが必要だと思いますか。
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　佐渡市では、市民一人ひとりの個性を尊重し、多様な選択を認め合い、個人の能力を十分に発揮できるまちづくりを
目指し「男女共同参画推進計画」の策定に取り組んでいます。
　この計画に市民の意識、意見を反映するため、昨年9月に「男女共同参画社会に関する意識調査」を行いました。
　今回は、子育て、女性の社会参加や地域活動への参画についての調査結果をお知らせします。

　全体としてみると「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」が60.1％で非常に高い結果となっています。女性と男性を比べてみる
と性別を意識して育てたほうが良いとする男性が80％と非常に高い結果となっており、女性は、46.4％と低くなっている。また、自分
らしく生きるということ、その子らしく育てるという考えが少しずつではありますが、意識に根付いてきているのではないでしょうか。

　いらいらした時に子供に当たってしまう人が多いことがわかりました。また、子育てを母親の責任と考えている人も多いことも見逃
せない点です。
　子育てを母親ひとりの責任とせず、家族や、地域全体で取り組んでいくことが必要です。

あなたは、「男の子は男らしく、女の子は女らしく育てた方がよい」についてどう思いますか。

現在、子育て中、または、子育てを経験された方にお尋ねいたします。あなたは、次のような行為
をしたことやされたことがありますか。
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違法駐車対策強化！違法駐車対策強化！
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違法駐車対策強化！
平成16年6月9日に公布された道路交通法の一部を改正する法律のうち、違法駐車対策
に関する規定が平成18年6月1日から施行されます。

★放置違反制度が新設されます ★放置車両の確認事務などが
　民間委託されます
　当面は新潟市および長岡市の特定地域ですが、

警察官、交通巡視員以外に民間の駐車監視員が

放置駐車違反の確認を行います。

★短時間駐車の違反車両に対する
　取り締まりが強化されます
　1台1台の駐車は短時間でも、そのような駐車が横
行すれば、交通の大きな妨げになるほか、事故の原因
にもなります。佐渡西・佐渡東の両警察署では、交通
の状況に応じて、主要な道路や商店街などで悪質・危
険・迷惑性の高い駐車違反の取締りを強化します。

　車を駐車した運転者が、反則金の納付などを行
わなかった場合は、車両の使用者は「放置違反金」
を納付するよう公安委員会から命令されることにな
ります。納付しなかった場合は督促され、滞納した
場合は放置違反金および延滞金・手数料を強制的
に徴収されたり、車検拒否となります。
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一人ひとりが
交通ルールと
マナーを守りましょう

佐渡西・佐渡東警察署

寄 附 者 名 所在地 寄附金額
（円）

（社）茶道裏千家淡交会佐渡支部

カンゾウの会

新井　満

村越　輝虎

協同組合　米ネットワーク新潟

新潟大学トキ野性復帰プロジェクト

佐渡市

新潟市

横浜市

弥彦村

新潟市

佐渡市

合計

300,000

100,000

50,000

8,505

83,800

32,000

574,305
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概
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Let’s Start ECO LIFE
我が家の環境大臣～元気の出るエコライフ～

エコファミリー募集中！
　エコファミリーとは、家庭にやさしいくらしを心がける
ことを宣言した家族です。毎日のくらしのなかで、環境
のためにできること・やってみたいことに自由に取り組
んでみましょう。

◎ エコファミリーへの登録は無料です。年間を通し
　ていつでも登録できます。
◎ 「我が家の環境大臣」は家族の中の誰でもＯＫ。
　環境大臣より任命証が届きます。

詳しくはエコファミリーウェブサイト
http://www.eco-family. jp/
★申し込み・お問い合わせ
市役所環境課環境企画係　蕁63－3113

～今日からあなたも我が家の環境大臣 ～



“ 2 1 世 紀 型 行 政 へ の 転 換 ”  
佐 渡 市 行 政 改 革 シ ン ポ ジ ウ ム 開 催 の ご 案 内
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革
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計
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る
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市
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革
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に
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３
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。

　
行
政
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綱
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営
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組
織
・
機
構

の
改
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職
員
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、潸
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、
澁
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に
よ
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改
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６
つ
の
方
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を
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と
し
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中
改
革
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で
２
０
５
の
具
体
的
な
取
組
事
項
と
、実

施
年
度
を
掲
げ
て
い
ま
す
。５
月
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日（
日
）

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、こ
の
行
政
改
革
大

綱
と
集
中
改
革
プ
ラ
ン
の
策
定
経
緯
や
内

容
に
つ
い
て
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。

　一羽の綺麗な蝶 を々見ていた別の蝶々が“きれいだ”と共鳴して羽ばたく。２羽が４羽、４羽が８羽となり、やがては遠

く離れたニューヨークでハリケーンを起こすという例え話。ひとり一人の力は小さいけれど、お互いが共鳴しあって大きな

渦になれば、途方もない力を発揮する。

　1995年に三重県知事に就任し、「従来とは立ち位置・立場を変える行政」を掲げ、生活者起点の行政改革をリード

してきた北川正恭前三重県知事をお招きし、下記のとおり佐渡市行政改革シンポジウムを開催します。

　当日は「北京の蝶々」の例え話から、三重県で取り組まれた対話による意識改革、徹底した情報提供などの改革プロ

セス、分権時代に求められる地方自治のあり方についてお伺いします。

　皆様のご来場をお待ちしています。

■と　き　5月21日（日）午後1時から午後4時30分
■ところ　佐渡中央文化会館（アミューズメント佐渡）大ホール
■参加費　無　料
■内　容
１）開会あいさつ　　　　佐渡市長      　　 闍　野　宏一郎　
２）事業報告　　　　　　佐渡市総務部長 　斉　藤　英　夫
３）基調講演　
　　演題「分権時代の行政改革」　
　　早稲田大学大学院公共経営研究科教授 　北　川　正　恭 氏
４）パネルディスカッション　

　　テーマ「新しい  公  と佐渡市の行革」
　　　　　　　　～市民による市民のための公共のあり方～
　　コーディネーター兼パネリスト
　　新潟大学大学院実務法学研究科助教授　 田　村　　　秀 氏
　　パネリスト
　　早稲田大学大学院公共経営研究科教授　 北　川　正　恭 氏
　　佐渡市議会議長　　                  　　　 梅　澤　雅　廣 氏
　　前佐渡市行政改革推進委員会会長　　　 宇留間　　　博 氏
　　佐渡市長　　　　　　　　　　　　　　 闍　野　宏一郎
５）質疑
６）閉会あいさつ　　　　 佐渡市助役　　　親　松　東　一

おおやけ

■お問い合わせ先　佐渡市総務部行政改革課行革推進係　TEL 63-5136（直通）

「北京で一羽の蝶々がはばたくと、
　　　　　　ニューヨークでハリケーンが生じる」

講師  北  川   正  恭 氏
早稲田大学大学院公共経営研究科教授
前三重県知事
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